
 

千葉県営水道では、平成８年度の料金改定以来、３０年間料金の引上げ

をせずに経営してきました。

しかし、高度経済成長期以降に集中的に整備した管路や施設の老朽化が

進んでおり、これまで以上に更新・耐震化を進めていく必要があることに

加え、近年の物価高騰に伴い様々な費用が上昇していることから、今後の

経営環境が厳しくなることが見込まれました。

 
令和８年度から５年間の収支見通しでは、企業債の活用や経費の節減、

一般会計からの繰入※を上限まで活用するなど、可能な限りの財源確保の
手段を尽くしても、初年度から収支の赤字や資金残高が不足する試算結果
となりました。

●料金改定の経緯

千葉県営水道

令和８年４月１日から

水道料金を改定します
～平均で１８．６%引き上げます～

料金改定の詳細情報
は、ホームページに
掲載しています。

このため、令和７年５月２９日、「水道事業運営審議会」 に対し、「今後の

県営水道の料金水準と料金体系のあり方」について諮問を行いました。

審議会での議論の結果、令和７年１０月１６日、以下のような内容の答申を

いただきました。

県はこの答申を踏まえ、１２月定例県議会に料金改定に伴う条例改正案

を提案し、可決されたため、令和８年４月１日から、平均で１８．６%の料金

引上げをさせていただくことになりました。

純利益と資金

残高がマイナス!?

これでは管路の

更新ができないよ…

支出が収入を上回り、その差が
どんどん広がっていきます

純利益や資金がマイナスの状態
では持続的な経営ができません

その結果

※見通しはいずれも料金改定をしない場合

物価高騰の中、皆様にはご負担をお願いすることとなりますが、今後
も管路や施設の更新・耐震化にしっかりと取り組み、安心して水道を
ご利用いただけるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い
申し上げます。

※R8～R12の5年間で324億円を繰り入れ、
料金改定率を5.1％抑制（23.7％→18.6％）

【料金水準】
県営水道が計画している「今後の施設整備の進め方」等を前提とした
上で、料金引上げ幅を１８．６％とすることは妥当

【料金体系】
利用者間の負担バランスを考慮し、全ての利用者の料金改定率が平均
改定率（１８．６％）から大きく乖離しない料金体系などは妥当

【料金水準】
県営水道が計画している「今後の施設整備の進め方」等を前提とした
上で、料金引上げ幅を１８．６％とすることは妥当

【料金体系】
利用者間の負担バランスを考慮し、全ての利用者の料金改定率が平均
改定率（１８．６％）から大きく乖離しない料金体系などは妥当

◆千葉県水道事業運営審議会の答申の主なポイント◆

※委託料(浄水場の運転や検針などの費用)
薬品費(消毒など水をきれいにする費用)
動力費(水を送るポンプを動かすなどの費用)

これから古い水道管が

どんどん増えていくん

だね…

◆老朽化の状況 ◆物価の高騰

（億円）

◆収支差の拡大 ◆財務状況の悪化

費用が上昇し純利益は減少

①経営環境の変化

②水道事業運営審議会への諮問と答申

③将来にわたり持続可能な水道事業のために



●改定モデルケース(１か月分・税込)

生活保護世帯や障害者世帯のうち、免除要件に該当する世帯の方に対し
ては、お申出により料金の一部を免除する制度があります。詳しくは県水
お客様センターにお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

令和８年４月１日以降の使用分から新料金が適用されます。水道料金は
2か月分のご請求となります。そのため、請求対象期間(使用期間）に、
3月３１日までの旧料金期間と４月１日以降の新料金期間が含まれている
場合は、新・旧料金による日割計算を行います。

●改定時の料金計算

●検針票の見方

口径、使用水量及び水道料金は、検針時にお配りしている「使用水量の
お知らせ」からご確認いただけます。

料金改定によってどのくらい水道料金が変わるのかを、モデルケース別
に示しています。なお、本モデルケースは一例であり、実際の使用口径や
使用水量によって、料金は変動します。

また、実際の水道料金は、2か月分でのご請求になりますので、改定後の
ご請求額(2か月分)の試算等は、県営水道ホームページをご覧いただくか、
県水お客様センターまでお問い合わせください。

●お問い合わせ

「県水お客様センター」 （受付時間 平日8:45～18:00・土曜日8:45～17:00 ）

0570-001-245（ナビダイヤル） FAX043-272-3333

※ナビダイヤルをご利用になれない方は 043-310-0321
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※実際の請求額は水道料金の
他に、 各市の下水道使用料
も含まれます。（習志野市を
除く）

水道料金

※お客様専用WEBページ【マイポータル】をご利用のお客様は【マイポータル】から、
口径、使用水量及び水道料金をご確認ください。

※水道料金は2か月ごとの検針のため、2か月分のご請求となります。


